
高齢者支援課/認知症・

虐待防止対策推進室関係



1 介護関連施設 口事業の整備及び運営等について

(1)基金事業等による介護基盤整備の着実な実施について

介護基盤の緊急整備については、介護施設、地域介護拠点の平成 23年度までの緊

急整備を推進するため、平成 21年度第一次補正予算により従来の市町村交付金の拡

充等を実施 したものであり、全国において第 4期介護保険事業計画で既に計画 されて

いる特別養護老人ホーム、老人保健施設、認知症高齢者グループホーム等の整備量の

合計が約 12万人分であるところ、同計画期間中において、さらに 1年分、約 4万人

分の上乗せを行い、 3年間で合計 16万人分を整備することを目標 としているところ

である。

この緊急整備については、各都道府県に造成 した基金 (介護基盤緊急整備等臨時特

例基金)を原資 として補助を実施するものであるが、その執行に当たつては、上記趣

旨、並びにこれまでの整備実績等を踏まえつつ、以下に留意 し積極的な整備に取 り組

まれるようお願いする。

ア 介護基盤整備の着実な実施について

介護基盤緊急整備等臨時特例交付金については、第 4期計画期間中に各都道府県

において必要 となる金額について、確実な財源 として確保 したところであり、この

ことにより、第 4期計画期間全体についての見通 しを持った計画を立てることを可

能 としたところである。

また、平成 22年度補正予算においては、さらなる整備促進のため、助成単価の

引き上げを図つたところであるので、各都道府県におかれては、次の点等に留意 し、

積極的な基金の活用をお願いする。

(ア )市町村等への十分な周知について

介護基盤緊急整備等臨時特例基金の執行に当たつては、管内市区町村に対 して、

本事業の趣 旨について重ねて周知するとともに、平成 23年度までの基金事業期

間における積極的かつ有効な活用について十分な働きかけを行 うこと。

(イ )市町村からの協議について

市町村からの協議の時期について、前年度中に受理することにより早期事業実

施を図ることはもちろん、管内市町村の事業計画に応 じた年度途中における適時
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の協議受付が可能な体制を確保すること。

イ 都道府県等による特別養護老人ホーム等の整備に対する助成について

(ア )地域介護・福祉空間整備等交付金の うち、広域型の特別養護老人ホーム等を対

象 とする都道府県交付金については、地方 6団体からの要望を踏まえ、平成 18

年度に廃止 し、各都道府県、政令市及び中核市への一般財源化が行われた。

(イ )平成 21年度において、都道府県、政令市及び中核市による補助金に対 し、介

護基盤の緊急整備 (第一次補正予算)に併せ地方財政措置の拡充が行われたとこ

ろであり、

① 平成 23年度 も引き続き 「特別の地方債」により地方財政措置が行われ、そ

の起債対象事業費は総務省 自治財政局調整課長通知 (平成 21年 6月 15日 総

財調第 32号)及び一般財源化前の都道府県交付金の要綱等により算定するこ

ととされ、その元利償還金については、後年度その 100%を 普通交付税の基

準財政需要額に算入 されることとなっている。

② また、① とは別に、 (旧 )都道府県交付金に係 る都道府県、政令市及び中核

市負担分に対する地方債の地方財政措置は一般財源化前と同様に行われている

ところである。

これ らを踏まえつつ、広域型の特別養護老人ホーム等についても、各都道府県、

政令市及び中核市の財政当局 と十分協議の うえ、事業の早期実施についてお願

いしたい。

ウ 施設開設準備等特別対策事業の有効な活用について

介護基盤の緊急整備を促進するため、平成 21年度に 「施設開設準備経費助成特

別対策事業」及び 「定期借地権利用による整備促進特別対策事業」を創設 したとこ

ろである。

これ ら事業については、地域密着型の特別養護老人ホーム等だけでなく、都道府

県による施設整備費補助の対象である広域型の特別養護老人ホーム、養護老人ホー

ム等も対象 となつているので、介護基盤整備の早期実施のため積極的な活用を図ら

れたい。
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工 認知症高齢者グループホーム等防災改修等特別対策事業について

平成 22年度補正予算においては、介護基盤の緊急整備特別対策事業に係る助成

単価の引き上げを図るとともに、認知症高齢者グループホームが行 う耐震化等の防

災改修等に対する支援の創設や、これまで市町村交付金により支援を実施 していた

特別養護老人ホーム等のユニッ ト化改修事業について、助成単価を引き上げの上、

基金事業 として実施することとしたところである。

これ ら事業については、介護サービス利用者の安全性の確保や個室・ユニット化

による居住環境改善の観点等から積極的な活用をお願いしたい。

オ 既存施設のスプリンクラー等整備特別対策事業について

認知症高齢者グループホーム等の小規模福祉施設に対するスプ リンクラー等整備

支援については、平成 21年度より市町村交付金において実施 していたところであ

るが、平成 22年度において、「経済危機対応・地域活性化予備費」の使用により、

同事業の所要額を各都道府県の基金に積み増 しをしたところである。

このことにより、介護関連施設等におけるスプ リンクラー等整備については、広

域型施設を含め全て基金を原資 とした各都道府県からの補助により支援が行われる

こととなったところであるので、積極的な活用について管内市区町村に対 し周知を

図ること。

また、活用に当たつては、スプ リンクラー等に係 る設置計画が未策定の施設に対

する計画の策定等について消防担当部局 と連携を取 りつつ注意喚起を徹底す るな

ど、介護関連施設等の入居者等の安全確保の推進に努められたい。

【留意事項】

① 16万人分の整備を目標とするにあたり、第 5期以降の将来ニーズを先取

りして緊急整備を実施していただいているところであるが、平成 23年度中

に事業が完了しない事例については、各都道府県の補助の実施上、平成 24

年度への繰越を行う等により助成することとなるので留意されたいこと。

② あわせて実施している「施設開設準備経費助成特別対策事業」は、緊急整

備対象施設の開設準備等に係る経費を支援するものであるが、整備事業が平

成 24年度へ繰越して実施される場合にあつては、平成 24年度において、
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引き続き当該事業の実施が可能 とされていること。

(2)地域介護 口福祉空間整備等交付金について

ア  「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 (ハ ー ド交付金 )」 及び 「地域介護

・福祉空間整備推進交付金 (ソ フ ト交付金 )」 (以下、ハー ド交付金及びソフ ト交付

金をあわせて 「市町村交付金」 とい う。)については、地域密着型サー ビス拠点等

の面的整備を推進するとともに、先進的な取組みに対する支援を行 う予算 として必

要な予算額を確保 してきたところであるが、平成 23年度においても、平成 22年

度に引き続き、先進的な取組みに対する支援 (先進的事業支援特例交付金)及びソ

フ ト交付金を対象 とすることとしている。

平成 23年度は、次の各事項に留意 しつつ、管内市区町村に対 して、改めて市町

村交付金について周知を図るとともに、市区町村による事業者等に対する必要な情

報提供等について適切な技術的助言を行 うなど、各都道府県におかれても市町村交

付金の活用による先進的な取組み等に対する支援について積極的に取組んでいただ

きたい。

平成 23年度予算 (案 )

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金

地域介護・福祉空間整備推進交付金 (ソ フ

(ハー ド交付金 )

卜交付金 )

50億円

13億円

イ

人

が

(ア

(イ

平成 23年度予算 (案)においては、先進的事業整備計画における都市型軽費老

ホーム整備事業及び施設内保育施設整備事業等への支援を行 うこととしている

、各都道府県におかれては、

)市町村交付金の活用により基盤整備が進められている事例や先進的な取組状況

を把握 し情報提供するなど、あらゆる機会を通 じて各市区町村間の情報の橋渡 し

を行 うこと。

)近年、単身の低所得高齢者が増大 しているなか、要介護度は低いものの、見守

り等が必要なため居宅において生活が困難な高齢者に対 し、養護老人ホームや軽
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費老人ホームによる対応がなされているところであるが、軽費老人ホームについ

ては、特に、都市部を中心 とした地域において、低額の利用料での利用がしにく

くなっている状況を踏まえ、平成 22年度において居室面積基準や職員配置基準

の特例を設け、利用料の低廉化を図った都市型軽費老人ホームを創設 し、本交付

金の対象 としたところであるので、計画的整備に取 り組まれたいこと。

なお、自治体においては、引き続き養護老人ホームや軽費老人ホームの計画的

な整備に取 り組まれたいこと。

〇 急速な高齢化や核家族化の進展 に伴 い、高齢者単独世帯が急激に増加。
〇 こうした高齢者の うち介護度の軽い者や低所得者 に対する受 け皿 としては軽費老人ホ ームがあるが 、

璽雪の影盤 によ り居住費を含む利用料            、住み慣れた地域での居住を諦めざるを得な い状況。
〇 このため、都市部を中         【、居室面

一

、利用料の低廉化を 図る とともに、見守 り機能等
し、居住対策を促進 。

○ 根 拠 法 令  (老人福祉法第 20条の6)

軽費老人ホ ーム は、無料又は低額な料金で 、老人を入所 させ、食事の提供 その他 日常生活上必要な便宜を供与 する こと
を目的とする施設とする。

対 象者
身体機能の低下により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者であって、家族による援助を受
けることが困難な60歳以上の者

特例 (主な もの )

〇

〇

整備費交付単価  ■,500千 円 (■床あた り)

既成市街地等の範囲

首都圏   1 東京23区、武蔵野市並び に三鷹市 、横浜市 、りll崎市 、

'11国

市の特定の区域

:II:]|:::II[:X嚇I蔓にi曇[姜:受百吊l:I:[]i::: こヽ:I:|:i:::百 i寄孫
|

、西宮市、声屋市の特定の 区域

中部圏   1 名古屋市の特定の 区域

(ウ )「施設内保育施設整備事業」については、介護関連施設の職員が利用できる事

業所内保育施設を設置 し、職員が仕事 と子育てを両立できる環境を整備すること

により、優秀な人材の確保や定着等が図られ、もつて介護サービスの提供体制や

質の安定、運営の安定性にも寄与するものであることから、基盤整備に当た り検

討するよう周知を図ること。

軽費老人ホ ーム 都 市 型 軽 貢 老 人 ホ ー ム

整 備 地 域 全国 現成市街地等の都市部

定 員 基準 無 し 20人 以 下 (5人以 上 )

設備基準

〇居 室 (216商 以 上 )

・ 原 則 個 室 (2人 も 可 )

・ 洗 面 所 、便 所 、 収 納 設 備 、 調 理 設 備 を 設 置

|][][:[[:::了彊璽梶
※者口市型軽賣老人ホ ーム には、娯楽室又は集会 室箸
室、宿直室等の設備 は軽買老人ホ ームの規定を準用

の設置義務が無 く、食堂 、浴室 、便所 、面談室 、洗濯
する。
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■曇轟熱議議錆苗赫 議‐
・

篠議‐

〇 施 設 内 保 育 施 設 整 備 事 業

特 別 養 護 老 人 ホー ム 等 の 介 護 関 連 施 設 等 で雇 用 され る職 員 が 利 用 す る施 設 内保 育 施 設 を設 置 し、

職 員 が 仕 事 と子 育 てを両 立 できる環 境 を整 備 す ることにより、優 秀 な人 材 の確 保 や 定 着 等 を図 ること

を 目的 とす る。

費1糞1帯曝 1脚

|鰤 聰

(工 )平成 21年度より実施 している「既存小規模福祉施設スプ リンクラー整備事業」

については、前述のとお り平成 22年度予備費の使用により各都道府県に設置 さ

れた基金の対象事業 としたところであるから、市町村交付金の対象事業からは除

外 となること。

(オ)高齢者が要介護状態になっても、住み慣れた地域で生活を営むことができるよ

うにするためには、地域密着型サービス拠点や地域交流スペースなど、高齢者福

祉サービス基盤の整備が重要 。有効であるが、他方でこのような基盤整備は、商

店街の空き店舗や廃校等既存の社会資源を活用 して行 うことなどにより、地域活

′
l■_化の観点からの 「まちづくり」にも有効なものとしうることから、まちづ くり

部局とも連携 しながら高齢者福祉サービス基盤の整備について検討することにつ

いて、管内市区町村に対 し周知を図ること。

等により、市町村交付金が積極的に活用 されるよう取組んでいただきたい。
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警1成●■1年|=事で|の1主|な1探1択事 1薬|

① 高 齢者 が子供 との世代間交流 を行 える よ う、新た に整備する小規模 多機能型居宅
介護 と託児 所の複合施 設 に共生型サー ビス拠点 を整備  ‐

② 小規 模 多機能型居 宅介護、介護予防拠 点及び認知症高齢者 グルー プホームの整備
に合わせ て、その機能 を生か した共生 型サー ビス拠点 を併設

③ 独 居 高齢者 が急増す る団地 の空 き店舗 等 を改修 して、地域住 民や児童 との交流が
行 え るサ ロン (地域住 民が利用 できるカフェテ リア、 ファ ミ リーサポー トの実施 )

を整 備

④ 地域 の高齢者が参加 し、軽スポー ッ活 動や介護予防、交流活動等 を行 うための
地域 交流拠 点 を整備

⑤ 高 齢者 や児童が定期的に集 う高齢者サ ロン (世代間交流スペース)を整備

市 町 村 提 案 事 業 の採 択 例

(3)施設整備業務の適正化について

ア 平成 21年度決算検査報告における指摘事項について

平成 21年度決算検査報告において、夜間対応型訪問介護事業に対する交付金に

ついて、会計検査院より次のとお り指摘を受けたところである。

(ア)地域介護 。福祉空間整備等施設整備交付金 (ハー ド交付金)について、事業者

等が事業の適正な実施に対する認識等が十分でなかったこと等により、テーブル

及びプロジェクター等の施設整備費の対象 とならない事務備品の購入代金を計上

したことにより過大受給 となっていた事例

(イ )地域介護・福祉空間整備推進交付金 (ソ フ ト交付金)について、事業者等が事

業の適正な実施に対する認識等が十分でなかったこと等により、実績報告後に年

度を超えて通信機器等が納品されるなどにより対象 とならない経費を計上 したこ

とにより過大受給 となっていた事例

(ウ )ソ フ ト交付金の交付を受け整備 されたケアコール端末等の設備等について、同

事業の利用が低調なこと等の要因により、実際に使用 されている機器の割合が極

端に低いなどの状況 となっている事例

ついては、以下に留意の上、本交付金の申請等に当たるよう、管内市区町村に対

し、周知徹底をお願いしたい。
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・ 整備計画等の策定に当たっては、管内における利用者の需要調査の結果等も踏

まえ、事業実施に必要となる設備等について十分に精査を行 うこと。

・ 整備計画の提出時のみならず、交付申請や実績報告時においても、事業内容や

今後の見通 し等について精査を行 うとともに、交付金の実施要領や交付要綱等に

基づいた内容 となつているか、厳格に審査を行 うこと。

・ 交付金の効果的な活用の観点から、夜間対応型訪問介護の利用状況が低調な地

域にあつては、その要因分析に基づ く利用促進策の検討を行 うとともに、市区町

村管内の他の事業者等が導入 したケアコール端末等が遊休 している状況が認めら

れる場合、① これ らを所有する事業者等より譲渡又は貸付を受けることによる新

規事業の実施、②隣接する他の市区町村 との合同指定、③平成 22年度補正予算

・平成 23年度予算 (案)に計上 している 「24時間対応の定期巡回 。随時対応

サービス事業」への活用等について、積極的な検討を行 うこと。

夜間対応型訪問介護事業については、振興課資料 10(2)「 夜間対応型訪問

介護について」において、① 「24時間対応の定期巡回・随時対応型訪問サービ

ス事業」の活用、②事業所が存在する地域を管轄する市町村長の同意を得ること

により他の市町村の利用者が利用することが認められていること、③ 「緊急通報

体制等整備事業」を実施 している場合の十分な連携 。調整について記載 されてい

るところであ り、これ らも踏まえて、ソフ ト交付金等の交付を受けて整備 した機

器等の活用について周知願いたい。

また、ソフ ト交付金の 「夜間対応型訪問介護の実施のために必要な事業」にか

かる面的整備計画書の提出にあたつては、あわせて別紙様式 「地域介護・福祉空

間整備推進交付金 (夜間対応型訪問介護の実施のために必要な事業)に係る事業

計画等について」を提出していただくこととしているが、事業計画の策定時のみ

ならず、その後の交付申請や実績報告時において本様式を活用すること等により、

交付金の適切な執行に努められたい。

なお、ソフ ト交付金等の交付を受けて整備 した機器等については、財産処分制

限が課 されるところであるが、合同指定する場合であって同意後において同一事

業者により設備等の使用が継続 される場合には、財産処分の手続きは不要である

こと、財産処分の方法が、無償による他の事業者への譲渡又は貸与であれば、国

庫への返納は要 しないものと考えているところであるが、個別事案ごとに判断す
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る必要があることから、検討にあたっては各地方厚生 (支)局に相談されたいこ

と。

イ 不正受給の防止について

社会福祉法人が、助成事業を行 うために締結 した契約の相手等から寄付金等の資

金提供を受けることは、いわゆる水増 し契約が行われ、社会福祉法人にリベー トなど

として不当に資金が還流 しているのではないかとの疑惑を招 くこととなることか

ら、契約の相手方等からの寄付金等の資金提供を受けることは禁止 されているとこ

ろである。

ついては、管内市区町村及び社会福祉法人等に対 しては、引き続き各種関連通知

の趣 旨に沿つた指導の徹底を図られたい。

さらに、不正受給の事実が発覚 した場合には、交付金等を返還 させることはもと

より、不正に関与 していた者について告発を行 うなど、厳正に対処 されたい。併せて、

このような不適正な整備事業が採択された要因を分析 し、再発防止に万全を期 され

たい。

(4)介護サービス施設等の防災対策等について

ア 介護サービス施設等の防災対策への取組

特別養護老人ホームや養護老人ホーム、軽費老人ホーム等の介護サービス施設等

は、自力避難が困難な者が多数入所する施設であることから、次の事項に留意の上、

施設の防火安全対策等の強化に努めるよう、管内の介護サービス施設等に対して指

導するとともに、建築基準・指導、消防、防災等の担当部局との情報共有、連携に

万全を期されたい。

① 火災発生の未然防止

② 火災発生時の早期通報・連絡

③ 初期消火対策

④ 夜間防火管理体制

⑤ 避難対策

⑥ 近隣住民、近隣施設、消防機関等との連携協力体制の確保

⑦ 各種の補償保険制度の活用
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また、地すべり防止危険区域等土砂等による災害発生の恐れがあるとして指定さ

れている地域等に所在している介護サービス施設等においては、

① 施設所在地の市区町村、消防機関その他の防災関係機関及び施設への周知

② 施設の防災対策の現状把握と情報の伝達、提供体制の確立

③ 入所者の外出等の状況の常時把握、避難及び避難後の円滑な援護

④ 消防機関、市町村役場、地域住民等との日常の連絡を密にし、施設の構造、入

所者の実態を認識してもらうとともに、避難、消火、避難後の円滑な援護等を行

うための協力体制の確保

等、防災対策に万全を期していただきようお願いしたい。

イ 大規模災害への対応について

台風被害や地震災害などの大規模災害については、施設 レベルでの防災対策では

十分な対応が困難であることから、関係機関との十分な連携及び地域防災計画に基

づ く適切な防災訓練の実施など、民生部局においても積極的な参画をお願い したい。

なお、特別養護老人ホーム等の介護サー ビス施設等は地域の防災拠点 として、ま

た、災害救助法に基づ く「福祉避難所」としての役割を有 していることから、今後

も震災時等における緊急避難的な措置 として要援護者の受入を積極的に行っていた

だきたい。

(5)社会福祉施設等におけるアスベス ト対策について

社会福祉施設等におけるアスベス ト (石綿)対策については、平成 22年 11月 9

日「社会福祉施設等における吹付けアスベス ト (石綿)使用実態調査の第 2回 フォロ

ーアップ調査結果」を公表 したところであるが、依然 として、未措置状態にある施設、

未回答施設、分析依頼中の施設が散見されてお り、引き続き法令等に基づき適切な措

置を講ずるよう指導等の徹底をお願いしたい。

また、これ ら施設の 「フォローァップ調査」については、既にご連絡 しているとお

り、平成 23年 10月 7日 (金)ま でに提出いただくようお願いいたしたい。

石綿等のばく露のおそれがない又は封 じ込め、囲い込み等の措置を図った施設であ

つても、風化・損傷等によりばく露する危険性 もあることから経過観測に努めるとと
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(6

もに、石綿等の分析調査を行つた場合は、図面、調査結果を適切に保管 し、撤去工事

等を実施する際に活用できるよう施設に対 して周知いただくようお願いしたい。

《参照通知等》

。「社会福祉施設等における吹付けアスベス ト (石綿)等使用実態調査の第 2回

フォローアップ調査結果の公表等について」 (平成22年 H月 9日 雇児発1109第 3

号、社援発1109第 1号、障発1109第 1号、老発 1109第 1号厚生労働省雇用均等・

児童家庭局長、社会・援護局長、社会・援護局障害保健福祉部長、老健局長連

名通知 )

)介護サー ビス施設等における木材利用の推進

介護サー ビス施設等社会福祉施設等における木材利用の推進にあたつては、「社会

福祉施設等における木材利用の推進について」 (平成 9年 3月 6日 付厚生省大臣官房

障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知)に

より、木材利用の積極的な活用についてお願い してきたところであるが、本材を利用

した施設の居住環境がもた らす心理的・情緒的な効果は極めて効果的であることか

ら、施設構造 としてはもちろんのこと、内装や家具などの備品についても積極的な活

用が図られるよう、管内市区町村及び関連事業者等に対 し周知をお願いしたい。

また、平成 22年 5月 に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律 (平

成 22年法律第 36号 )」 が公布 されたところであるが、この中で、「地方公共団体の

責務」や 「事業者の努力」等が定められてお り、これ らも踏まえて、積極的に木材の

利用を図られたい。

なお、独立行政法人福祉医療機構が実施する福祉貸付事業において、平成 23年度

に次の優遇措置を行 うこととしているところであるので、これ らの活用による木材利

用の積極的な活用等について、あわせて周知をお願いしたい。

○ 木材利用による施設整備及びエネルギー効率が高い設備整備などエコ対策に

係る融資率等の優遇措置 (独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付事業 )

地球温暖化対策を推進する観点から、木材の利用、再生可能エネルギーの利
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(7

用、エネルギー効率の高い整備を行 う場合に融資率を一律 90%に 引き上げる。

・ 建築資金 :建築物の構造が木造 (耐火建築物又は準耐火建築物)である場

合

・ 設備備品整備資金 :省エネルギー効果が 25%以 上の設備 (太陽光発電装

置、蓄熱システムなど)を整備する場合

)社会福祉施設等の地上デジタル放送への対応について

平成 23年 7月 をもつてアナログ放送が終了し、地上デジタル放送への完全移行が

予定されている。

テ レビ放送は、生活に不可欠な地震・火災などの緊急情報や施設利用者の方々の情

報収集の手段 として重要な役害1を果た しているが、社会福祉施設等の地上デジタル放

送の普及率は 7害J程度 (社会・援護局福祉基盤課調 (平成22年 10月 1日 現在))に とど

まつてお り、また、完全移行への期間も、残 り6ヶ 月を切 り間近 となつた。社会福祉

施設等は、自力で避難することが困難な方々も多 く生活 され、防火・防災対策に万全

を期する観点からも地上デジタル放送への早期移行が必要であり、管内の社会福祉施

設等に対 して円滑な移行が速やかに進むよう、指導等お願いしたい。

なお、地上デジタル放送への移行状況を把握するため、本年 3月 中に地上デジタル

放送移行へ向けての改修状況調査を行 う予定としているのでご承知おき願いたい。

《参照通知等》

「地上デジタル放送への移行完了のためのアクションプラン2010」 抜粋

(平成22年 12月 関係省庁連絡会議決定 )

第 2 具体的な取組

第 1章 公共施設のデジタル化

(1)国民生活 と密接に関連する公共的な施設のデジタル化 【関係省庁】

国民が利用する公共的な施設の うち、その利用者にとつてテ レビが災害等

の緊急時の情報入手手段 として重要な役割を果たすもの (特に、学校、公民

館、病院、高齢者や障害者の入所する社会福祉施設。以下 「重要公共施設」

とい う。)について、各施設のデジタル化改修が完了するよう、各重要公共施
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設の所管省庁から、

においては、平成23

について把握するよ

随時注意喚起を行う。また、各重要公共施設の所管省庁

年 3月 末時′員の当該重要公共施設のデジタル化改修状況

う努める。

2 地方分権に係る介護保険法等の改正について

介護保険・高齢者保健福祉における地方分権については、平成21年 12月 15日 に閣議決

定 された地方分権改革推進計画・平成22年 6月 22日 に閣議決定 された地域主権戦略大綱

に基づき 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律案 (仮称 :名 称については現在協議中)」 が、第一弾法案 (推進計画

に基づくもの)については国会に提出され現在継続審議中であるとともに、第二弾法案

(大綱に基づ くもの)についても今国会に提出される予定である。

地方分権改革推進計画では、老人福祉法、介護保険法上の施設 (軽費老人ホームを除

く。)・ 事業所の基準に関 し、国が人員配置基準・居室面積基準 。人権侵害防止基準等に

関する基準 (身体的拘束の禁止、事故発生時の対応等)については従 うべき基準を、利

用定員については標準を、その他については参酌すべき基準を設け、それに基づき都道

府県及び市町村で条例を作成 していただくこととしている。

① 従うべき基準

条例の内容を直接的に拘束する、必ず適合しなければならない基準であり、当

該基準に従う範囲内で地域の実情に応じた内容を定める条例は許容されるもの

の、異なる内容を定めることは許されないもの

② 標準

法令の「標準」を通常よるべき基準としつつ、合理的な理由がある範囲内で、

地域の実情に応じた「標準」と異なる内容を定めることが許容されるもの

③ 参酌すべき基準

地方自治体が十分参酌した結果としてであれば、地域の実情に応じて、異なる
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内容 を定めることが許容 され るもの (地方分権改革推進計画より)|

また、地域主権戦略大綱では、

ア)計画等の策定及びその手続きに関 し、市町村及び都道府県の計画策定時に掲げる

事項の うち一部の廃止 。例示化・ 目的程度の内容への大枠化、並びに市町村計画策定

時における都道府県の意見聴取の項 目を一部廃止

イ)権限移譲に関しては、有料老人ホームについては設置の届出受理、報告の徴収及

び立入検査並びに改善命令を、また指定居宅サービス事業者等については指定等、報

告命令、立入検査等を、指定都市及び中核市に移譲

ウ)義務付け枠付けの見直 し・条例制定権の拡大に関しては、法人格要件の条例委任

(従 うべき基準 )、 指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設の入

所定員に係 る基準の条例委任 (従 うべき基準 )、 イ)に伴 う基準の指定都市及び中核

市の条例への委任 (条例制定基準については、地域主権戦略大綱 と同一。)

が定められている。

(別紙資料参照 )

第一弾法案については、平成 23年 4月 1日 (国会提出時の施行 日)、 第二弾法案に

ついては、平成 24年 4月 1日 に施行することとされてお り、各都道府県 (地域密着型

サービスについては市町村)におかれては、法施行 日までに条例を制定することとされ

ている (ただし、それぞれの施行 日から一年の範囲において、条例未制定の場合は国の

基準によるとの経過措置が設けられる予定)。

国の基準については、法案が国会で成立後、社会保障審議会 (介護給付費分科会)ヘ

の諮問・答申を経て定めることになるが、各都道府県及び市町村におかれては、制定す

る条例が多数にのぼることから、予め検討作業を進める等、準備を進めていただくよう

お願いする。

3 ユニッ ト型及びユニッ ト型以外の施設の併設施設 (一部ユニッ ト型)について

(1)経緯

平成22年 9月 21日 に介護給付費分科会においてとりまとめられた 「一部ユニッ ト型

施設の基準等に関する審議のとりまとめ」を受け、ユニット型施設 とユニッ ト型施設
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以外の施設の併設施設について、一部ユニット型施設に係 る規定を廃止 し、それに伴

い、人員及び設備に関する基準の改正を行 う。 (パブリックコメン トを12月 17日 まで

実施。 )

(2)改正内容

ア ー部ユニッ ト型施設に係る規定を省令から削除する。

イ これにより、現在一部ユニット型施設 とい う類型で 1つの施設 として運営 されて

いる施設が、ユニッ ト型の部分 とユニッ ト型以外の部分で別の施設に分かれること

となる。

ウ 別々の施設にあっては、職員はそれぞれの施設の職務に従事することが基本であ

り、他の施設において同時に勤務することは通常考えにくいが、旧一部ユニット型

施設に勤務する職員については、入所者の処遇に支障がない範囲において、分離 し

た施設の双方において職務に従事する勤務体制を可能 とする。

(参考)特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第 6条 (職員の専従 )

特別養護老人ホームの職員は、専 ら当該特別養護老人ホームの職務に従事

する者でなければならない。ただ し、入所者の処遇に支障がない場合は、こ

の限 りでない。

工 また、設備基準については、従来一部ユニッ ト型施設であつた施設において、入

所者の処遇に支障がない範囲において、ユニッ ト型施設 とそれ以外の施設の双方で

設備の共用を可能 とする。

(3)対象施設

ア 特別養護老人ホーム (介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設 )

イ 介護老人保健施設

ウ 介護療養型医療施設

工 短期入所生活介護

オ 短期入所療養介護

(4)特別養護老人ホーム

ア ー部ユニット型施設に係る規定を省令から削除する。
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イ ユニット型特別養護老人ホームと、ユニット型以外の特別養護老人ホームを併設

する場合、人員配置基準及び設備基準については以下のとお りとする。

(ア )人員に関する基準

施設長、管理者、医師、看護職員 (介護職員 と同様にユニットケアを行 う看護

職員を除 く)、 生活相談員、介護支援専門員、栄養士、機能訓練指導員、調理員

及び事務員その他の従業者については、入所者の処遇に支障のない場合、併設す

る特別養護老人ホームの入所者に対 してサー ビスの提供を行 う勤務体制も可能と

する。

※ 介護職員及び介護職員 と同様にユニッ トケアを行 う看護職員 (特別養護老人

ホームの設備及び運営に関する基準 (省令)第40条第 2項第 1号に配置規定の

ある看護職員)は、上の例外規定の対象ではなく、従って原貝J通 り併設施設の

入所者に対 してサービス提供を行 う勤務体制は認められない。

(参考)特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 (省令)第40条第 2

項第 1号

昼間については、ユニッ トごとに常時一人以上の介護職員又は看護職

員を配置すること。

(イ )設備に関する基準

居室、共同生活室、洗面設備、便所を除き、ユニット型施設の入居者及びユニ

ット型以外の施設の入所者へのサービス提供に支障がない場合、一の設備をもつ

て、ユニット型施設及びユニット型以外の施設の共通の設備 とすることができる。

(ウ )施行期 日及び経過措置

a 介護給付費分科会の答申を受けた後、所定の手続に従い公布 。同日施行

b 公布 日に現に存在する一部ユニット型施設 (増改築中も含む)については、

平成23年4月 1日 以降の認可 。指定の更新の際に、ユニッ ト型部分 とユニッ ト型

以外の部分について、それぞれ別施設 として認可・指定を行 うこととする。

c 平成15年 4月 2日 以降に新設 され、一部ユニッ ト型施設 として認可・指定を受

けたものについては、ユニッ ト型部分 とユニッ ト型以外の部分について、それ

ぞれ別施設 として遅滞なく認可 。指定を行 うこととする。

d また、特別養護老人ホームについて、ユニット型施設及び従来型施設それぞ

れの施設整備状況の検証結果を踏まえ、必要があればその後の対応を検討する
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こととする。

(5)介護老人保健施設

ア ー部ユニッ ト型施設に係る規定を省令から削除する。

イ ユニッ ト型介護老人保健施設 と、ユニット型以外の介護老人保健施設を併設する

場合、人員配置基準及び設備基準については以下のとお りとする。

(ア )人員に関する基準

管理者、医師、看護職員、薬斉J師、支援相談員、理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士、栄養士、介護支援専門員、調理員、事務員その他の従業者については、

入所者の処遇に支障のない場合、併設する介護老人保健施設の入所者に対 してサ

ービスの提供を行 う勤務体制も可能 とする。

※ 介護職員は上の例外規定の対象ではなく、従つて原則通 り併設施設の入所者

に対 してサービス提供を行 う勤務体制は認められない。

(イ )設備に関する基準

療養室 (病 室 )、 共同生活室、洗面設備、便所を除き、ユニッ ト型施設の入居

者及びユニット型以外の施設の入所者へのサービス提供に支障がない場合、一の

設備をもつて、ユニッ ト型施設及びユニッ ト型以外の施設の共通の設備 とするこ

とができる。

(ウ )施行期 日及び経過措置

a 介護給付費分科会の答申を受けた後、所定の手続に従い公布 。同日施行

b 公布 日に現に存在する一部ユニッ ト型施設 (増改築中も含む)については、

平成23年4月 1日 以降の許可の更新の際に、ユニット型部分 とユニット型以外の

部分について、それぞれ別施設 として許可を行 うこととする。

c 平成17年 10月 2日 以降に新設 され、一部ユニッ ト型施設 として許可を受けた

ものについては、ユニッ ト型部分 とユニット型以外の部分について、それぞれ

別施設 として遅滞なく許可を行 うこととする。

(6)そ の他の施設等

介護療養型医療施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護についても所要の改正

をイ子う。
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4 有料老人ホーム・特定施設に係る事務の適切な実施について

(1)厚生労働大臣が定める有料老人ホームの設置者等が講ずべき措置の一部改正につい

て

ア 制度の概要

老人福祉法第 29条第 6項において、有料老人ホームを設置する者については、

前払金について返還債務を負 うこととなる場合に備えて必要な保全措置を講 じるこ

とされているところである。具体的な保全方法については、老人福祉法施行規則第

1条の 13及び第 20条の 10の規定に基づき厚生労働大臣が定める有料老人ホー

ムの設置者等が講ずべき措置 (平成 18年厚生労働省告示第 266号 )において、

①銀行等の連帯保証、②指定格付機関から特定格付が付与された親会社による連帯

保証、③保険事業者との保険保証契約、④金融機関との信託契約、⑤民法第 33条

により設立された法人との保全契約で①から④に準ずるものとして都道府県知事が

認めるものとされているところである。

イ 改正の経緯および概要

金融庁の制度改正に伴い、平成 22年 12月 31日 付けで指定格付機関制度が廃

止 されたため、本年 1月 1日 より、前記告示②の 「指定格付が付与された親会社に

よる連帯保証」に関 して一部改正を行つたので、適切な指導をお願い したい。改正

の経緯及び概要については以下のとお りである。

(ア )金融庁は、格付の公的利用の在 り方について撤廃や代替措置の検討など見直 し

を行ってお り、平成 22年 4月 1日 からの格付会社に対する登録制度の導入 (信

用登録業者制度)に伴い、平成 22年 12月 31日 付けで指定格付機関制度を廃

止 した。

(イ )指定格付機関は、事業者の属する業界の動向や、事業者の事業構造、財務構造

等の特徴をもとに、事業者が負 う金銭債務についての総合的な債務利用能力を判

断 し、格付を付与するものである。

(ウ )一方、適格格付機関制度は、自己資本比率規制 (バーゼル Ⅱ)において、金融

機関が自己資本比率算定に当たつて利用することができるものであり、指定格付

機関制度 と同様の観点か ら事業者に格付を付与するものであるが、指定格付機関
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制度 とは目的が異なるものである。

(工)したがって、適格格付機関による格付が付与されている一定の事業者による保

証については、平成 24年 3月 31日 までに限 り、経過的に可能 とするが、その

後は親会社保証制度を廃止 し、銀行保証等の保全措置へ切 り替えるものとする。

(オ)具体的には、適格格付機関により親会社に対 して、金融庁告示 (※)の法人等

向けエクスポージャーの信用 リスク区分 4-1及 び 4-2に 相当する格付が付与

されたものを対象 とする。

(※ )銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその所有する資産等に照 らし |

自己資本の充実の状況が適 当であるか どうかを判断す るための基準等に基づき、 |

金融庁長官が別 に定める格付機関及び適格格付機 関の格付 に対応す るもの として
|

別 に定める区分                              :

(平成 19年 3月 30日 金融庁告示第 28号)               |

法人等向けエクスポージャー 4-1、 4-2に 対応す るもの       |

。株式会社格付投資情報セ ンター                    |

AAA、 AA+、 AA、 AA一 、A+、 A、 A―             |

・株式会社 日本格付研究所                       |

AAA、 AA+、 AA、 AA一 、A+、 A、 A一             |

。ムーデ ィーズ 。イ ンベスターズ・サー ビス・イ ンク           |

Aaa, Aal, Aa2, Aa3, Al, A2, A3            1

。スタンダー ド・アン ド・プアーズ・ レーティングズ・サー ビシズ     |

AAA、 AA+、 AA、 AA一 、 A十 、 A、 A一             |

・フィッチ レーティングス リミテッド                   |

AAA、 AA+、 AA、 AA一、A+、 A、 A一             [

(2)前払金 (消費者委員会建議)について

高齢者住まい法の改正案 と同様に契約に係 る事項に関して、老人福祉法を改正 し、

有料老人ホーム等における前払金の返還に関する利用者保護規定を盛 り込むことを予

定 している。

なお、消費者委員会の建議の中では、契約に短期解約特例制度 (90日 ルール)の

規定が設けられていないことや前払金の保全措置を遵守 していないことが指摘 されて
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いる。前払金が必要 となる有料老人ホームについては、報告徴収などで実態把握する

とともに、悪質な場合の改善命令を視野に入れた上で、指導を徹底 していただきたい。

(3)未届の有料老人ホームに該当しうる施設に対する指導状況等におけるフォローアッ

プ調査 (第 2回 )の結果について

ア 調査の趣旨

平成 21年 3月 19日 、群馬県渋川市の高齢者が入居する施設において火災が発

生 し10名 の方が亡くなられたことに鑑み、未届の有料老人ホームに該当する施設

の届出促進及び指導状況等に係 る調査をこれまで 2回 にわた り実施 し、報告 してき

たところである。

今股、平成 22年 10月 31日 時点における第 2回 目のフォローアップ調査を実

施 し、都道府県より報告を受けたものについて取 り纏めたものを報告 したところで

ある。

イ 調査結果について

未届の有料老人ホームに該当しうる施設に対 し指導を行つた結果、届出が行われ

た施設数は 166施 設であり、 10月 31日 現在で未届の有料老人ホームに該当し

うる施設は 248施 設 となってお り、一定程度届出が進んだものの更なる取 り組み

を徹底する必要があるものと考えられる。また、入居者の処遇等の改善を図るため、

届出の指導 とあわせて、夜間の人員配置やプライバシーの確保、入居一時金の保全

措置等の入居者の処遇に係る指導も、前回に引き続き実施 されてきたところである。

ウ 今後の対応について

関係部局や市区町村 との連携 して未届の有料老人ホームの届出促進及び指導の徹

底を図るとともに、防火安全対策のための部局間連携体制を構築することといつた

内容の通知を都道府県に対 して発出し要請 したところである。こうした点を踏まえ、

有料老人ホームの届出促進をはじめ、防火安全体制の徹底など総合的な取 り組みを

お願い したい。

また、未届の有料老人ホームに該当しうる施設に対する届出や指導等の状況につ

いては、平成 23年 10月 末時点における第 3回 フォローアップを行 う予定である。
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5 高齢者住まい法の一部改正について

(1)趣旨

今後、高齢化が進む中で、高齢の単身者や夫婦のみの世帯をはじめとする高齢者が

介護など必要になっても、住み慣れた地域で安心 して暮 らし続けられるよう、①必要

な介護サー ビスなどを受けながら高齢者が住み続けるための配慮がされた住宅の整備

を進めるとともに、②日常生活の場 (日 常生活圏域)で必要なサービスが切れ日なく

提供される仕組みを早急に構築することが必要である。

(2)高齢者住まい法の改正等

国土交通省 との連携の下、介護サービスや医療サー ビスと連携 した 「サー ビス付き

高齢者向け住宅制度」を新たに創設 し、両省共管の制度 として都道府県知事への登録

制度 として再構築を行 う。また、予算、税制、融資等において供給促進に向けた取 り

組みを行 う。

(3)今後の対応について

「高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律案」については、 2

月 8日 に閣議決定されたところである。

厚生労働省では、介護保険法改正を改正 し、 24時間対応の定期巡回 。随時対応型

サー ビスなどを新設 し、サービス付き高齢者向け住宅に介護サービスを組み合わせた

仕組みの普及を図ることとしている。都道府県・市町村においても、今回の法改正に

ともない住宅施策 との連携がよリー層求められることから、関連部局 との緊密な連携

が図られるよう努めていただきたい。

6 介護サービス指導者等養成研修等事業の実施について

本事業は、平成 22年度より、介護保険事業の見直 しや新たな行政課題に対応するた

め、特に専門的な矢口見や質の確保が必要な事業における都道府県研修の指導者等を養成

し、質の高い介護サー ビスの全国展開に資することを目的 とし、以下の事業を実施 して
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いるところである。

本事業は民間団体へ委託することにより国が実施することとしているが、委託額の確

定等のため、平成 23年度の受講者数等について事前に調査する予定であるので、各都

道府県におかれては、管内市町村に対 し周知いただくとともに、調査へのご協力をお願

いしたい。

なお、従来実施 していた介護サー ビス適正実施指導事業は、昨年度の行政刷新会議の

事業仕分けにおいて 「地方に移管」 との評価結果が出されたことを踏まえ、当該事業を

地方に移管等の うえ国庫補助を廃止 したところである。

都道府県におかれては、介護相談員養成研修等事業等地方に移管された事業について、

その重要性に鑑み、引き続き事業を継続 されるよう、特段の配慮をお願いする。

○ 介護サービス指導者等養成研修等事業

ア 介護相談員指導者養成研修事業 (高齢者支援課 )

イ ユニットケア指導者養成研修事業 (高齢者支援課 )

ウ (新)介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業 (指導者講習)(振

興課、高齢者支援課、老人保健課 )

工 地域包括ケア推進指導者養成事業 (振興課 )

オ  (新)介護支援専門員研修改善事業 (振興課 )

※ 平成22年度より実施 している 「特別養護老人ホームにおける看護職員 と介護職

員によるケア連携協働のための研修事業」の取扱いについては、別途、お知 らせ

することとしているので、ご承知おき願いたい。

7 ユニッ トケアに関する研修について

高齢者介護の基本理念である 「尊厳の保持」 と「自立支援」は、一人ひとりの生活 と

暮 らしの継続の尊重を念頭に、個別ケアと生活支援を実践することによつて実現 しうる。

そのため、介護保険施設においては、利用者が自分の居場所を確保 した うえで、家庭的

な雰囲気のなかでそれぞれのペースで過 ごせる個室ユニッ ト型の普及を推進 していると

ころである。
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ユニットケアにおいては、画一的ではなく、個人の状態や希望に応 じた柔軟なサー ビ

スが求められる。その推進にあたつては、ユニッ トケアに関する知識の獲得 と情報の普

及が必要であり、都道府県 。指定都市においては、次の研修を活用 し、ユニッ トケアの

普及に御協力をお願いしたい。

(1)施設整備担当者研修 ロサー ビスマネジメン ト担当者研修 口整備方針立案担当者研修

について

ユニッ トケアにおけるハー ド面の整備においては、高齢者の生活を理解 した うえで

設計段階における的確な指導や助言を行 うことが、その後の適切な介護実践につなが

る。そのため、平成 16年度より施設整備担当者研修を実施 し、自治体担当職員がユ

ニットケアヘの理解を深め、建物整備相談業務等に活かせるような研修を実施 してい

る。

また、ユニットケアの実践は、従来型のものとは異なるものであるため、高齢者の

具体的な生活像やユニッ トケアの仕組みを充分理解 した うえで、ユニッ ト型施設の運

営について指導助言を行 う必要もある。そのため、平成 18年度 よリサービスマネジ

メン ト担当者研修を実施 し、自治体担当職員がユニッ トケアヘの理解を深め、施設運

営の向上に活かせるような研修を実施 している。

これ らに加え、ユニッ トケアをよリー層推進するためには、自治体の整備方針立案

担当者には、建物整備 と法人経営 (自 己資金・交付金・借入金などの資金調達、居住

費、建設費、収支差額 と借入金返済、補足給付等)に関する知識の修得 も必要 とされ

ている。

このため、平成 23年度は、施設整備担当者研修・サービスマネジメン ト担当者研

修・整備方針立案担当者研修を国立保健医療科学院 (埼玉県和光市)において、 5月

と6月 に開催を予定 しているのでご了知いただき、研修への積極的な参加をお願い し

たい。

(2)ユニットケア研修等事業について

施設管理者研修では、ユニットケアを導入するにあたり、管理者が抱える課題の解

決に役立つ事例の紹介や対策について実践的に考えられる内容を、ユニットリーダー

研修では、利用者の尊厳の保持やこれまでの生活の継続並びに利用者の自立を支援す
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るためのユニッ トケアについて理解を深める内容を実施 していただいているところで

ある。

都道府県 。指定都市においては、引き続きこれ らの研修の実施主体 として、研修の

開催及び受講者の推薦等、適切な研修運営をお願いしたい。

また、ユニッ トリーダー研修の実施にあたっては、ユニッ トケアの正 しい理解 と実

践力を備えた即戦力 となる指導者の育成が必要であるため、平成 18年度からユニッ

トケア指導者養成研修を実施 しているところである:本年度のユニットケア指導者養

成研修修了者は 15名 (累 計 108名 )の予定となっているところである。

都道府県・指定都市においては、ユニッ トケアの普及に向け、ユニッ トケアにかか

る研修の主体 として、ユニットケア指導者養成研修受講者の確保につきご配慮願いた

い。

8 介護関連施設における感染対策等について

介護関連施設内における感染症の発生及びまん延の防止並びに事故発生の防止につい

ては、各施設の運営基準等において、施設の講ずるべき措置及び感染症や事故等の発生

時の報告について定めるとともに、入所予定者に感染症や既往があった場合の適切な対

応の徹底を通知 しているところであり、各施設に対 し周知徹底及び適切な指導をお願い

したい。

例年、冬季においては感染症の集団発生がみ られるところであ り、次の点に御留意の

上、衛生主管部局と連携の上、各施設に対 して適切な指導をお願いしたい。

(1)イ ンフルエンザについては毎年冬期に流行を繰 り返 し、近年においては、高齢者施

設における集団感染等の問題が指摘 されてお り、十分な注意が必要 とされている。都

道府県等におかれては、社会福祉施設等へ必要な情報を適宜提供するとともに、平成

22年 12月 1日 付け 「社会福祉施設等における今冬のインフルエンザ総合対策の推進に

ついて」 (厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、

社会・援護局障害保健福祉部企画課長、老健局総務課長連名通知)等を参考に、衛生

部局、保健所及び市町村 とも連携 しつつ、適切な対応をお願いしたい。
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(参考 )

○厚生労働省ホームページ「平成22年度今冬のインフルエンザ総合対策について」

llt tp.//www,mhlw.g().」 l1/blinva/kellkOl1/kekkakll― kansensllot101/indcx.html

O国立感染症研究所感染症情報センターホームページ

ミ主tp1//idSc.rlih.go.jp/index―」.html

Oイ ンフルエンザQ&A(平 成22年度 )

httpi//WWW.lllhlw.g().」 p/b1lnya/kcnkou/kekkaktl… kansensllou01/qa,html

Oイ ンフルエンザの基礎知識

/filo/Filc.html

(2)ノ ロウイルスによる感染性胃腸炎については、昨今の状況を踏まえ、適切な予防対

策を講 じることが極めて重要であることから、以下の通知を参考に衛生部局、民生部

局及び市町村 とも連携 しつつ、管内介護関連施設等に対 し適切な予防対策を図るよう

指導の徹底をお願いしたい。

(参考)

○ 「社会福祉施設等におけるノロウイルスの予防啓発について」

(平成22年 12月 1日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課、社会・援護局福祉基

盤課、社会・援護局障害保健福祉部企画課、老健局総務課事務連絡 )

○ 「社会福祉施設、介護保険施設等におけるノロウイルスによる感染性胃腸炎の発生

。まん延対策について」

(平成19年9月 20日 雇児総発第0920001号 、社援基発第0920001号 、障企発第0920001

号、老計発第0920001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護

局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部企画課長、老健局計画課長連名通

知 )

○ 「ノロウイルスに関するQ&Aに ついて」

(平成18年 12月 8日 雇児総発第1208001号、社援基発第1208001号、障企発第1208001

号、老計発第1208001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護

局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部企画課長、老健局計画課長連名通

知 )

○ 「社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について」
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(平成17年2月 22日 健康局長、医薬食品局長、雇用均等・児童家庭局長、社会・援

護局長、老健局長連名通知)

(3)そ の他、多数の高齢者が利用する施設等においては、感染症の集団発生が生 じやす

いことから、衛生主管部局 と連携の上、衛生管理の徹底 と感染症の発生及びまん延の

防止のために適切な措置が講 じられるよう留意するとともに、施設内で感染症等が発

生 した場合の報告については、「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑

われる際の対処等に関す る手順」 (平成 18年 3月 31日 厚労告 268)に 基づき、

適切な対応を徹底すること。併せて、平成 16年度に取 りまとめた 「高齢者介護施設

における感染対策マニュアル」は、i厚生労働省のホームページ (http:/舟w.mhlw.go.

jp/topics/kaigO/osirase/tp0628 1/index.html)に 掲載 しているので、引き続き、

管内の高齢者福祉施設等に周知徹底をお願いしたい。

9 百歳高齢者表彰について

百歳高齢者表彰については、老人福祉法第 5条に基づ く老人の 日記念事業 として昭和

38年度より実施 されてお り、その年度に百歳を迎える高齢者の方々に内閣総理大臣よ

り祝状及び記念品 (銀杯)の贈呈を行つているところである。

平成 23年度も同様に表彰を行 う予定であるため、引き続きご協力をお願いする。

なお、本行事は、長寿を祝い、かつ、多年にわた り社会の発展に寄与 してきたことに

感謝 し、広 く国民が高齢者の福祉についての関心 と理解を深めることが目的であること

からも、本来表彰 される方が表彰対象者等から外れるといつたことがないよう、都道府

県、指定都市、中核市をはじめ管内の市区町村に対 して、表彰対象者等の移動にかかる

報告体制について遺漏のないよう周知願いたい。

10 認知症施策の推進について

今後の高齢化の進展 とともに、よリー層の増加が見込まれる認知症高齢者に係 る施策
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の推進は、ますます重要となっていく。認知症の人は一般に環境の変化に弱いとい う特

性があるため、なじみの地域で暮 らし続けられるような配慮が必要である。このため、

地域の実情に応 じて認知症の人やその家族等に対する支援を効果的に行い、医療・介護

。生活支援サービス等が切れ 日なく提供 される 「地域包括ケアシステム」の実現を図つ

ていくことが重要である。

(1)平成 23年度予算 (案)について

認知症施策の推進については、これまで平成 20年に取 りまとめられた 「認知症の

医療 と生活の質を高める緊急プロジェク ト」の報告を踏まえ、認知症関係予算の拡充

を図 り、諸事業を推進 してきたところである。 しかしながら取組状況が低調な事業が

あることから、事業実績を踏まえた効率化を図るとともに、市町村圏域を中心として

認知症施策を効果的に展開できるよう、見直 しを行つたところである。

平成23年度予算案における事業の再編 口拡充のイメージ

認知症対策 1  自治体の裁量を高める見.直しを行うハ  |

l

l

地域支揺分野

〔認知症地域支援体

01部‐遺1府 1県 1内の議1知症施1策の推進のた|め |の1会 1議の1設

I勢澤鰯曇鐵 ::蟻言進
‐|を導入 ‐■■ ‐■・    ‐      |   ‐|  ‐.

ヨ

権利擁護分野

―〔高齢者権利擁護等推進事業〕
認知症の方の権利を守ることを目的とした相談窓日の設置・
III修

^堂
協

丼年性認知庁/71N野

1轟進嚢設糧山識霧違を二rl‐ 1

』重揚 鰤 理援 |
※ 上記以外の事業 (認知症対応型サービス事業管理者等養成
事業、認知症地域医療支援事業、認知症対策普及 ,相談・支
援事業、認知症介護研究 .研修センター運営事業については、
引き続き実施

「
一 抵 腰 轍 画 願 麟 薫 II》 ―

|(新規)〔認知症にかかる地域資源の連携についての検討事業〕

| ○地域支援のあり方を自治体に提示する
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【単位 :千円】

平成22年度 予算額 主な変更点

Ｆ
Ｉ
！
‥
―
―
―
―
Ｉ
Ｌ

平成23年度 予算案

① 認知症地域ケア推進事業 1.308.24 ①認知症地域支援施策推進事業(新規) 1.009.485

ア 認知症地域支援体制構築等推進事業 再編 ア 市町村認知症施策総合推進事業(新規) 975,000

イ認知症対策連携強化事業 900,00( 再編 イ都道府県認知症施策推進事業(新規) 26,36フ

② 若年性認知症対策総合推進事業 189,65〔 メニューの拡充
ウ認知症にかかる地域資源の連携についての検討

事業(新規)

③ 認知症ケア人材育成等事業 377.24( ② 市民後見推進事業(新規) 105.554

ア認知症ケア多職種共同研修・研究事業 再編 ③ 高齢者権和1擁護等推進事業(拡充) 158.211

イ高齢者権利擁護等推進事業

ウ 認知症対応型サービス事業管理者等
養成事業

工 認知症地域医療支援事業

166.643 メニューの拡充 ④ 若年性認知症対策総合推進事業(拡充) 101.56(

「

卜

Ｊ

効率化を図り継続

効率化を図り継続

⑤ 認知症ケア人材育成等事業

ア 認知症対応型サービス事業管理者等養成事業

108,60

④ 認知症対策普及.相談・支援事業 299,47セ 効率化を図り継続 イ 認知症地域医療支援事業

0認知症ケア高度化推進事業 76.734 廃止 ⑥ 居忍知症対策普及,相談・支援事業 97.911

0認知症介護研究・研修センター運営事業 438,745 効率化を図 C認知症介護研究・研修センター運営事業 418.66〔

総計 2,690,097 総計 2,000,000

平成23年度予算案について (平成22年度予算との比較)

※ 上記のほか、平成22年度補正予算で措置された「地域支え合い体制づくり事業」

において、徘徊SOSネ ットワークの構築を含めた日常的な支え合い活動の立ち上げ

を支援 (予算額200億円)

平成 23年度予算 (案)においては、認知症の人やその家族に対する支援を地域の

実情に応 じて効果的に推進するため、市町村が認知症施策について、可能な限 り裁量

を持ちつつ必要な事業を実施できる環境の整備を図 り、市町村圏域を中心 とした施策

の展開を推進することとした。併せて、既存の市町村事業・都道府県事業の再編を行

ったところである。また、市民後見推進のための新規事業や若年性認知症施策の推進

に資するための実態把握に要する経費を計上 しているので、管内市町村への周知 とと

もに積極的に取 り組んでいただきたい。

なお、平成23年度予算 (案)における新規事業等の概要については、以下のとお りで

あるので、積極的な活用をお願いしたい。

ア 認知症地域支援施策推進事業について
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認知症施策を地域で講 じていく意義は大きいが、その取組状況については市町村間

でばらつきがある。 このため、市町村による認知症施策をさらに効果的に推進する観

点から、これまで実施 してきた認知症地域支援体制構築等推進事業、認知症対策連携

強化事業及び認知症ケア多職種共同研修・研究事業について、市町村がより裁量を持

つて実施することができるよう、事業の再編を行つたところである。

再編の具体的な内容 としては、下記アの 「市町村認知症施策総合推進事業」におい

て、医療 と介護の連携強化に基軸を置きつつ、以下のような事業内容の再編を行つた。

・ 認知症疾患医療センターの設置が無い市町村においても、他の認知症専門医療機

関との連携による事業実施を可能 とする

。 認知症連携強化事業における「認知症連携担当者」にかわ り、新たに 「認知症地

域支援推進員」を配置することとし、配置場所については地域包括支援センターだ

けでなく、地域の実情に応 じて市町村本庁などへの配置も可能 とする

。 地域資源マップ作 りなどの必須事業を廃止 し、市町村の実情に応 じた事業の展開

を可能 とする

また、「都道府県認知症施策推進事業」 と「認知症にかかる地域資源の連携につい

ての検討事業」において、地域における認知症施策の推進を図るため、認知症の人の

支援にかかる先進事例等の収集や普及啓発等を都道府県、さらには全国規模において

重層的に実施することとした。

(ア )市町村認知症施策総合推進事業について

a 目的

認知症になっても住み慣れた地域で生活を継続するためには、医療・介護や

生活支援を行 うサー ビスが有機的に連携 したネ ッ トワークを形成 し、認知症の

人への効果的な支援を行 うことが重要である。

このため、市町村において医療機関・介護サー ビスや地域の支援機関をつな

ぐコーディネーターとしての役害1を担 う認知症地域支援推進員を配置 し、当該

推進員を中心として、介護 と医療の連携強化や、地域における支援体制を構築

を図ることとする。

b 実施主体

(a)本事業の実施主体は、市町村 (特別区を含む。以下同 じ)と する。

(b)市町村は、地域の実情に応 じ、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確
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保できると認められる団体に委託することができる。

c 認知症地域支援推進員の配置等について

実施主体は、認知症地域支援推進員を地域包括支援センター、市町村本庁な

ど本事業を実施するにあた り適切な場所に配置することを原則 とする。

(a) 認知症地域支援推進員の配置 以下のいずれかの要件を満たす者  1人

以上

① 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、

看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士

② 上記①以外で認知症の介護や医療における専門的知識及び経験を有する

者 として市町村が認めた者 (例 :認知症介護指導者養成研修修了者 等 )

なお、認知症地域支援推進員は、各市町村の実情により、一人の者を配

置することだけでなく、複数の者をもつて配置することを可能 とする。

※ 平成22年度まで認知症対策連携強化事業において配置 された認知症連

携担当者については、上記①もしくは②の要件を満たす場合に認知症地

域支援推進員の要件を満たすこととなる。

(b)そ の他、医療 と介護の連携を図るため、必要に応 じ、認知症サポー ト医養

成研修修了者 (以下 「認知症サポー ト医」とい う。)等の医師の配置 (嘱託

可)を可能 とする。

d 事業内容

(a)認知症の人に対 し、状態に応 じた適切なサービスが提供 されるよう、地域

包括支援センター、認知症疾患医療センター等の認知症専門医療機関、介護

サービス従業者や認知症サポーターなど、地域において認知症の人を支援す

る関係者の連携を図る。

(取組例)

・ 認知症の人やその家族が、状況に応 じて必要な医療や介護等のサービ

スが受けられるよう関係機関へのつなぎや連絡調整の支援

・ 地域において認知症の人への支援を行 う関係者が、情報交換や支援事

例の検討などを行 う連絡会議の設置

。 医師会や認知症サポー ト医等とのネ ットワークの形成 等

(b)認知症地域支援推進員を中心に地域の実情に応 じて各市町村内の認知症の
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人やその家族を支援する事業を実施する。

(取組例 )

・ 認知症の人 と家族を支える地域の人材やサービス拠′点についての情報

収集 (地域資源マップの作成・普及・更新 )

・ 若年性認知症の人本人の状況に応 じた適切な支援の検討及び実施

。 在宅介護サービス従業者に対する認知症研修の実施

・ 多職種が参加する認知症の人の支援のための研修会 。事例検討会の開

催

。 認知症の人を介護する当事者間のネ ッ トワーク構築を目的 とした交流

会の実施 等

e 補助率  国 10/10

f その他の留意事項

(a)認知症地域支援推進員の人選にあたっては、平成22年度まで認知症対策連

携強化事業において配置された認知症連携担当者の活用に努めること。

(b)実施主体は、本事業の実施に当たって、医師会や認知症サポー ト医等 との

連携に努めること。

(c)実施主体は、本事業の趣旨に鑑み、近隣市町村及び都道府県の関係部局と

の連携の下に、本事業に対する協力、支援体制を整備するものとする。
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轟II五転薇謹亜症施策総合推進事業のイメ■ジ
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都道府県認知症施策推進事業について

目的

都道府県において管内市町村の認知症地域支援体制及び認知症ケアに関する

先進事例等を収集 し、それ らを管内市町村に普及 させることにより、先進的な

取組を行つている自治体だけでなく、管内市町村における認知症施策の全体的

な水準の向上を図ることを目的とする。 (下図を参照)

０‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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一　

〇

．
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(イ )

il爾耳肇著1鞣単
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「都道府県認知症施策推進事業」及び
「認知症にかかる地域資源の連携についての検討事業」のイメージ

情報収集
分析結果を都道府県口市町
村ヘフィードバック

・フィードバック ・フィードバック

実施主体

本事業の実施主体は、都道府県とする。

事業内容

)都道府県認知症施策推進会議の設置

都道府県内の認知症施策に係る医療・介護・福祉等の関係者等が参加 し、

管内市町村における認知症施策全般の推進について検討する。

(検討例 )

・ 管内市町村における認知症施策の取組状況の把握や課題の分析、先進

的な事例の収集

・ 管内の認知症専門の医療機関等及び認知症介護に関連する事業者団体

等 との連携方策についての検討

・ 認知症対応型サービスに関する事業所等の効果的な取組事例の収集

・ 管内市町村における認知症サポーター養成の推進のための方策の検討

・ 管内市町村の市民後見の取組を支援する方策の検討 等

(a

|せ1機義:夢■森
韓 :議知F・1亀義責機体難推進1会1議|:1羹峰彙曇

1・

・
‐聾 椰飼隠

『・
■||

認購 臓策推進索議
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(b)市町村認知症連絡会の開催

都道府県認知症施策推進会議において収集 した先進的な地域支援体制の

構築にかかる事例や認知症対応型サービスに関する事業所等の取組につい

て管内市町村 との情報共有を図 り、また、管内市町村における認知症施策

の取組みの促進を図る。

d 補助率  国 10/10

e 実施上の留意事項

(a)本事業の実施に当たつては、地域の実情や必要に応 じて、都道府県や市町

村が実施する認知症対策等総合支援事業の各事業と効果的な連携を図るもの

とする。

(b)管 内市町村において市町村認知症施策総合推進事業を実施 している場合に

は、各都道府県は当該市町村から情報収集を行い、収集 した事例について都

道府県認知症施策推進会議や市町村認知症連絡会において効果的な活用に努

めること。

(ウ )認知症にかかる地域資源の連携についての検討事項について

a 目的

都道府県認知症施策推進事業を活用 しつつ、認知症の地域支援の取組みの先

進事例等を収集 し、その効果、課題等について整理・分析を行 う。その上で、

地域資源の連携のあり方を各 自治体に提示 し、効果的な認知症地域支援体制の

構築の取組みについて普及を進めることにより、自治体の認知症地域支援体制

の環境整備を図ることを目的 とする (※ 前述の都道府県認知症施策推進事業

及び認知症にかかる地域資源の連携についての検討事業のイメージ図を参照)。

b 実施主体

認知症介護研究・研修東京センタヽ

c 事業内容

(a)認知症地域支援体制構築に係る事例調査検討委員会

認知症の医療、介護、福祉の有識者等による事例調査検討委員会を設置 し、

都道府県認知症施策推進会議等を通 じて全国から認知症地域支援体制構築に

関する先進事例 。好事例を収集 し、その効果や課題の整理・分析を行 う。

(b)全国認知症地域支援体制推進会議
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各都道府県及び市町村認知症施策総合推進事業を実施する市町村が参加

し、都道府県認知症施策推進会議を通 じて認知症地域支援体制構築に係る情

報共有やその普及を図ることを目的とし、以下の取組みを実施するための会

議を設置する。

0 (a)の 事例調査検討委員会が全国から収集 した先進事例等についての

整理・分析に基づいた地域資源連携のあり方等を参加 自治体に対 して提示

することにより、情報共有を行いその普及を図る。

・ 市町村認知症施策総合推進事業を実施 している市町村など認知症地域支

援体制構築について先進的な取組を実施 している自治体の担当者からの事

例報告等を行 う。

・ 当該会議で提示・報告 された内容について都道府県を通 じて各市町村に

対 して周知を行 う。

(c)認知症地域支援体制普及セ ミナーの開催

各自治体の認知症地域支援体制構築に携わる医療 。介護・福祉関係者等を

対象に認知症地域支援体制の先進事例、好事例について広 く普及 させるため

のセ ミナーを開催する。

※ 事業内容でお示 ししたとお り、本事業の実施にあたっては、各 自治体か

らの認知症地域支援体制構築等に関する事例の提供が重要であるため、本

事業の実施主体である認知症介護研究 。研修東京センターヘの事例に関す

る情報提供についてご協力いただくようお願いする。

イ 市民後見推進事業について

(ア )目 的

認知症高齢者や一人暮 らし高齢者の増加に伴い、成年後見制度の必要性は一層

高まってきてお り、その需要はさらに増大することが見込まれる。

また今後、成年後見制度において、後見人等が高齢者の介護サービスの利用契

約等を中心に後見等の業務を行 うことが多く想定される。

したがって、こうした成年後見制度の諸課題に対応するためには、弁護士など

の専門職による後見人 (以 下 「専門職後見人」 とい う。)力 そ`の役割を担 うだけ

でなく、専門職後見人以外の市民を含めた後見人 (以下 「市民後見人」とい う。)
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を中心 とした支援体制を構築する必要がある。

このため、認知症の人の福祉を増進する観点から、市民後見人を確保できる体

制を整備・強化 し、地域における市民後見人の活動を推進する事業であって、全

国的な波及効果が見込まれる取組みを支援することを目的とした。

(イ )実施主体

a 本事業の実施主体は、原則 として、市町村 とする。

b 市町村は、地域の実情に応 じ、市町村社会福祉協議会、NPO法 人等適切な

事業運営が確保できると認められる団体に委託することができる。

(ウ )事業内容

a 市民後見人養成のための研修の実施

・ 研修対象者

市民後見人 として活動することを希望する地域住民

。 研修内容等

市民後見人の業務を適正に行 うために必要な知識・技能が修得できる内容

b 市民後見人の活動を安定的に実施するための組織体制の構築

・ 市民後見人の活用等のための地域の実態把握

。 市民後見推進のための検討会等の実施

c 市民後見人の適正な活動のための支援

・ 弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職により、市民後見人が困難事例

等へ円滑に対応できるための支援体制の構築

・ 市民後見人養成研修修了者の被後見人候補者名簿への登録から、家庭裁判

所への後見候補者の推薦のためのスキームの構築

d その他、市民後見人の活動の推進に関する事業

(工)補助率  国 10/10

(オ)実施上の留意事項

本事業の実施に当たっては、地域の実情や必要に応 じて、都道府県が行 う高齢

者権利擁護等推進事業や都道府県認知症施策推進事業の 2事業 と関連 させて、効

果的に実施することも考えられる。なお、事業の採択については、

a 新たに市民後見を立ち上げる取組みを実施すること

b 既に市民後見の取組が行われている場合は、既存の取組みにカロえて新たな事
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業展開を図るものであること

c 実施 自治体が特定の地域に偏在 していないこと

d 実施 自治体の人口規模的に偏 りがないこと

の考慮を想定 していることを申し添える。

(取組例)

④候ネ甫者の推薦

⑤市民後
人の選

⑥専門職等による支援

ウ 高齢者権利擁護等推進事業について

都道府県における高齢者の権利擁護のための取組を推進することを目的として実

施 してきた 「高齢者権利擁護等推進事業」において、市町村が単独で実施すること

が困難な場合などに都道府県において、広域的に取 り組むことが効果的な以下の 2

事業を新たに追加 したので、ご活用いただきたい。

(ア )高齢者虐待防止シェルター確保事業

虐待を受けた高齢者の保護・分離 として老人福祉法第11条第 1項に基づき市町

村長が 「やむを得ない事由による措置」を行 うなど、都道府県が高齢者の居室の

確保が必要 と判断 した場合において、当該市町村内での居室の確保が困難なケー

ス等に迅速に対応できるよう、都道府県が広域的な観′点から、虐待を受けた高齢

者の緊急時における一時保護を行 うための施設 (シェルター)を確保するための

事業を実施する。

(イ )都道府県市民後見人養成事業

市町村における市民後見の取組を支援するため、市町村が単独では市民後見人

の養成が困難な場合などに、都道府県が広域的な観点から、市民後見人の養成を

市

民

後

見

人

本

人

（認
知
症

高
齢
者

）

後
見
等

業
務

③研修修了者
の名簿送付
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行 うための研修 を実施す る。

工 若年性認知症対策総合推進事業について

若年性認知症施策については、若年性認知症の人の状態に応 じた適切な支援が図

られるよう、都道府県における医療・福祉・就労等の総合的な支援を推進 してきた

ところである。 しかしながら、都道府県において若年性認知症の人の状況が把握 さ

れていないため、必要な支援ニーズの把握やそれに対する施策の展開が行われてい

ないなど、都道府県における若年性認知症施策の取組は低調な状況にある。そのた

め、必要なニーズに応 じた事業の展開が図られるよう、各都道府県における若年性

認知症の人の実態把握のための事業を加え、既存施策 と併せて若年性認知症の人に

対する総合的な支援の促進を図ることとしたので、積極的にご活用いただきたい。

なお、上記アから工の事業の詳細については、別途通知 した認知症施策全国担当者

会議 (平成 23年 3月 15日 (火)開催予定)においてお示 しすることとしているの

でご留意願いたい。

(2)徘徊・見守 りSOSネ ッ トワーク構築事業の実施について

本事業については、先般通知 された 「平成22年度介護支援体制緊急整備等臨時特例

交付金の交付について」 (平成22年 12月 22日 付厚生労働省発老1222第 1号 厚生労働事

務次官通知)に より都道府県に造成 された基金を活用 して行 う「地域支え合い体制づ

くり事業」において実施することとされたところである。なお、本事業については以

下のとお り取 り扱 うこととしているので、各都道府県、市町村におかれては、参考の

うえ関係団体等 との連携の下、本事業に積極的に取 り組まれるよう特段のご配意を願

い た い 。

ア ロ的

認知症高齢者の増加に伴って、徘徊事案 も増加することが予測 されるところであ

り、徘徊による事故を未然に防止するために、徘徊高齢者を早期に発見するシステ

ムの構築や地域における見守 り支援の強化を行つていくことが重要である。

そのため、警察のみならず、幅広 く市民が参加する徘徊高齢者の捜索・発見・通

報・保護や見守 りに関するネ ッ トワークを市町村及び広域的な体制 として構築 し、
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たとえ認知症になっても住み慣れた地域での暮 らしが安心して継続できるようにす

ることを目的とする。

イ 実施主体

本事業の実施主体は都道府県及び市町村 とする。ただし、事業の一部を適切な事

業運営が確保できると認められる団体に委託することができるものとする。

ウ 事業内容

(ア )市町村事業

a 市町村推進会議の設置

徘徊 。見守 りSOSネ ッ トワークを構築するための推進会議を設置 し、早期

発見のための連絡網の整備、捜索 0発見のためのシステムの構築及び保護 した

者の適切な事後措置の検討等を行 う。

(市町村会議の取組例 )

・ 市町村管内の実態把握 (徘徊のおそれのある認知症高齢者等の把握、認

知症サポーター等の地域資源の把握 等)

。 実態把握を基に、市町村の実情に応 じたネ ッ トワーク体制の検討、体制

構築のための方策の検討

・ 徘徊模擬訓練等の企画及び実施についての検討

・ 市町村の見守 り協力員の養成にかかる計画の策定

・ 徘徊・見守 りSOSネ ットワーク構築のための普及啓発事業の実施

※ 徘徊・見守 りSOSネ ットワークを構成する具体的な地域資源のfrll

は次に掲げるとお りである。

例)民生委員、自治組織、老人クラブ、婦人会、行政関係機関 (警察

・消防等)商工関係、郵便局、新聞店、公共交通機関 (電車、バス、

タクシー等 )、 宅配業者、ガソリンスタン ド、スーパーマーケッ ト、

コンビニエンスス トア、医療関係機関、介護事業者、地域包括支援

センター、認知症サポーター、認知症の本人やその家族に対する支

援組織、福祉に関するNPO・ 市民団体 等

b 徘徊模擬訊1練等の実施
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関係者が有機的に連携 した実効性のあるネ ッ トワークの構築を図るため、徘

徊模擬訓練等を実施 し、課題等を分析することにより、実際の活動に反映 させ

る。

c 徘徊・見守 り協力員の養成

認知症サポーターをはじめ、公共交通機関の職員、コンビニエンスス トアや

ガソリンスタン ドの従業者、新聞や乳酸飲料などの宅配系事業従事者など幅広

く市民に対 し、徘徊高齢者の発見や見守 りに資する情報提供や説明会等を行 う

ことにより徘徊・見守 り協力員を養成する。

(イ )都道府県事業

a 都道府県推進会議の設置

広域的なネッ トワーク構築支援及び市町村単独のネッ トワークでは対応困難

な広域的調整・支援を行 うための推進会議を設置する。

b 市町村連絡会の設置

管内市町村の情報共有及び徘徊 。見守 りSOSネ ッ トワーク構築に係 る課題

の収集分析を行 うための連絡会を設置する。

c その他

徘徊・見守 りSOSネ ッ トワークの普及・啓発に関する事業を行 うものとす

る。

工 事業実施に当たつての留意点

(ア )本事業の実施について、都道府県及び市町村においては、既存のネッ トワーク

との連携を図ることとする。

(イ )ウ の (ア )の cの事業の実施にあたつては、例えば認知症サポーター養成講座

と合わせて実施することや、徘徊模擬訓練等の際に説明会を開催するなど、効果

的な実施に務めることとする。

(ウ )公共交通機関の状況などにより主な生活圏域が他の自治体にまたがっているな

ど、地域の個々の実情を踏まえ、必要に応 じ他の都道府県等 との連携を図ること

とする。

(3)研修事業について

ア 研修事業の受講機会確保について
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国庫補助による研修は、認知症対応型サービスの質の確保、かか りつけ医等によ

る認知症の早期発見、早期対応の促進、高齢者の権利擁護の推進体制の構築等に資

する重要な事業であ り、その研修修了者 も年々増加 しているところである。

また、平成 21年度介護報酎‖改定により、認知症専門ケア加算が創設 され、加算

の要件 として 「認知症介護実践 リーダー研修」及び 「認知症介護指導者養成研修」

の修了者の配置が求められている。

都道府県 。指定都市におかれては、国庫補助による研修、認知症介護実践研修に

ついて引き続き地域の実情に応 じた受講の機会の確保を図るとともに、認知症介護

指導者養成研修への積極的な推薦をお願いする。

イ 認知症地域医療支援事業について

認知症サポー ト医やかか りつけ医認知症対応力向上研修を修了 した医師 (以下「研

修修了かか りつけ医」 とい う。)は、必ず しも認知症の専門医ではないが、認知症

医療や地域における医療・介護連携の推進に当た り必要不可欠な存在であり、都道

府県 。指定都市内の認知症施策の関係者及び地域住民が、これ らの情報を共有する

ことは極めて重要である。

このため、認知症サポー ト医や研修修了かか りつけ医の氏名及び所属医療機関名

等について、管内医師会及び市町村 との連携の下、個人情報の保護に配慮 しつつ、

地域包括支援センター及び地域住民に対する積極的な情報提供をお願いしたい。

また、認知症サポー ト医は、認知症施策を効果的にすすめる上で不可欠であるこ

とから、各都道府県 。指定都市医師会 とも十分に連携するとともに、本年度から実

施 している認知症サポー ト医フォローアップ研修を活用 し、認知症サポー ト医ネッ

トワークの形成及び認知症に関する最新かつ実用的な知識の取得を図 り、認知症地

域医療体制の強化に取 り組まれたい。

ウ 認知症介護実践研修について

本研修の うち、実践者研修が認知症高齢者グループホームにおける計画作成担当

者の要件であるとともに、実践 リーダー研修が認知症専門ケア加算の要件の 1つで

あるなど、各都道府県 。指定都市において実施 される本研修の内容が一定以上の水

準に確保されることが極めて重要である。
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本研修については、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」 (平成

18年 3月 31日 老計発第 0331007号 厚生労働省老健局計画課長通知)にお

いて標準カ リキュラムをお示 しし、各都道府県 0指定都市はこれを参考 としてそれ

ぞれの地域の実情に応 じ独 自の研修カ リキュラムを作成いただいているところであ

るが、自治体によつて、研修カ リキュラムの内容にばらつきがみ られるところであ

る。

本研修が上記のとお り、人員基準の要件の 1つ であること及び認知症介護実践 リ

ーダー研修の標準カ リキュラムに基づく研修を修了 している者によるケアに対する

評価 として認知症専門ケア加算を創設 したものであることをご理解いただき、各都

道府県 。指定都市においては、適正な研修の実施につきご配慮願いたい。

なお、末尾 (参考資料)に「認知症介護実践等研修の実施状況に関する調査結果」

を掲載 しているので参照されたい。

(4)認知症サポーター等養成事業について

認知症の人は一般に環境の変化に弱いとい う特性があるため、なじみの地域で安心

して暮 らし続けられるようにするためには、その地域において認知症の理解者を増や

し、地域の中で認知症の人やその家族を見守 り、支援をしていくことが必要である。

そのため、認知症に関する正 しい知識 と理解を持ち、地域で認知症の人やその家族に

対 してできる範囲で手助けをする認知症サポーターを養成することは地域における認

知症施策を進めるうえで重要な取組である。

認知症サポーターの養成については平成26年までに、400万人を養成する日標を掲

げてお り、平成22年 12月 31日 現在で約230万人に達 したところである。認知症サポー

ター養成事業の自治体別の実施状況にはばらつきがあるが、地域における認知症につ

いての正 しい理解の普及・促進のため、引き続き積極的なサポーターの養成に取 り組

まれたい。

なお、末尾 (参考資料)に認知症サポーターの養成状況を掲載 しているので、参照

されたい。

(5)外部評価制度の適正な運用等について

介護サービス情報の公表制度 (以 下「情報公表制度」という。)において、昨年度
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から小規模多機能型居宅介護 (介護予防を含む。)及び認知症対応型共同生活介護 (介

護予防を含む。)がその対象サー ビスとして追加 されたことを踏まえ、外部評価制度

について事業者の負担軽減等の観点から見直 しを行つたところである。

情報公表制度については、昨年 11月 30日 に取 りまとめられた 「介護保険の見直

しに関する意見 (社会保障審議会介護保険部会 )」 において、その見直 しについての

指摘を受けたところであるが、外部評価制度は情報公表制度 とはその趣旨 。目的は異

なるものであることから、引き続き適切な運営をお願い したい。

(6)認知症高齢者グループホームにおける非常災害対策について

昨年3月 に発生 した札幌市の認知症高齢者グループホーム火災を踏まえ、「認知症高

齢者グループホームおける防火安全体制に関する緊急調査」を実施 したところ、避難

訓練等の防火安全体制に関する地域住民との連携が不十分であることや、スプ リンク

ラー設備の設置義務の無い275メ未満の認知症高齢者グループホームの うち、9割以上

がスプ リンクラーを設置 していないことなどが判明したところである。

そのため、非常災害時に地域住民・消防関係者の円滑な連携を図るため、地域住民

による避難訓練への参加が得 られるよう新たに認知症高齢者グループホームの運営基

準の見直 しを行ったところである。また、平成22年度経済危機対応・地域活性化予備

費により、各都道府県の介護基盤緊急整備等臨時特例基金の積み増 しを図 り、275ポ

未満の認知症高齢者グループホームに対するスプ リンクラー設備等の整備について助

成対象 としたので、基金の活用による非常災害対策の充実を図るよう各関係者に周知

願いたい。

なお、公益社団法人 日本認知症グループホーム協会では、本年度の老人保健健康増

進等事業において「グループホームの安全・確保・向上に関する調査研究」を実施 し、

その調査結果を踏まえ、「認知症グループホームの防火安全対策に関する手引書及び

研修テキス ト」を作成 し、自治体及び関係団体向けに送付する予定であるのでご留意

願いたい。

各 自治体におかれては、当該手引書等の活用について管内市町村、関係団体に周知

願いたい。
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(7)認知症の人を支える地域づ くりのための運営推進会議の活用について

認知症高齢者グループホーム等の地域密着型サー ビスおいては、地域に開かれた事

業を実施するため、利用者、地域住民の代表者、市町村職員等が参加する運営推進会

議を設置 し、活動状況の報告等を行つているところである。

認知症の人が住み慣れた地域で安心 して暮 らすために地域において一人でも多くの

人が認知症を理解することが必要であることから、運営推進会議において認知症の正

しい知識を普及するための講座の実施を検討するなど、市町村が認知症グループホー

ム等の事業所 と連携 し、認知症の人を支える地域づくりために運営推進会議を活用 し

ていただくよう管内市町村、関係団体に周知願いたい。

11 高齢者虐待の防止について

(1)養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止

養介護施設等における虐待を防止するため、施設の実地指導等の機会を捉えて 「高

齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」 (以 下 「高齢者虐待

防止法」 とい う。)の趣 旨を周知徹底するとともに、高齢者権利擁護等推進事業の活

用などにより、施設等職員に対する研修の機会の確保に努められたい。

さらに、平成 22年 9月 30日 付け老推発第 0930号 第 1号 「「高齢者虐待の防

止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」第 2条第 5項に基づ く高齢者虐待

の解釈について」により通知 したとお り、市町村等において高齢者虐待に該当するか

否かについての判断をせずに、例えば 「極めて不適切な行為」 として処理することは

高齢者虐待防止法では想定されていないことについて十分にご留意願いたい。

また、認知症介護研究 。研修仙台センターにおいて開発 された 「養介護施設従事者

等による高齢者虐待の防止及びス トレスマネジメン ト支援に向けた教育システム」な

ども活用 し、施設等において所内研修を始めとする虐待防止に対する積極的な取組が

行われるよう、指導をお願い したい。

(2)養護者による高齢者虐待の防止

養護者による高齢者虐待の防止のためには、介護の困難度の高い高齢者の家庭に対

する積極的な支援が望まれるところであり、認知症高齢者を養護する家族に対 して、
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認知症対策普及 。相談 。支援事業等を活用 した援助を行 うとともに、介護の主たる担

い手が男性である家庭についても、適切な介護保険サー ビスの利用の援助など重点的

な支援を行 うよう、市町村への助言をお願いしたい。

また、地域包括支援センター等において虐待対応に従事する担当者の育成に関して、

(社)日 本社会福祉士会が、厚生労働省からの補助を受けて研修プログラムを開発 し、

今年度から全国的に研修を実施 してお り、また養護者による高齢者虐待の対応に関す

る手引きについても作成を行つたところである。こうした研修や手引き等を活用 し、

現場における対応力の強化にも努められたい。

(3)市町村に対する都道府県の支援

都道府県は、高齢者虐待防止法第 19条により、養護者による高齢者虐待に関して、

市町村相互間の連絡調整、情報の提供その他必要な援助を行 うものとされてお り、広

域的見地か ら、虐待対応事例の収集、提供や、分離を行 う際の居室等の確保などの支

援が必要である。 このため、平成 23年度においては、新たに、高齢者権利擁護等推

進事業のメニューを拡充 して、高齢者虐待防止のためのシェルター確保事業を実施 し、

都道府県が被虐待高齢者を保護するためのシェルターの確保に必要な費用等の助成を

行 うこととしたところであり、積極的な活用をお願い したい。

また、弁護士等による専門職チームなどを活用 した権利擁護相談窓 日の設置につい

ても、対応困難事例における有効なサポー トとなるものと考えているので、未実施の

都道府県にあつては取組をお願いしたい。

(4)高齢者虐待防止法対応状況等調査

高齢者虐待防止法に基づ く各市町村等の対応状況等については、法施行以来、毎年

度各都道府県の御協力をいただき調査を実施 してきたところである。本調査は虐待防

止施策の基礎資料 となるものであり、今後 とも引き続き実施する予定 としている。来

年度の調査については、本年度 とほぼ同様 と考えているが、調査項 目は一部見直 しを

行 う予定もあるのでご留意いただくとともに、調査に御協力をお願い したい。

また、高齢者虐待防止法第 25条において、都道府県知事は、毎年度、養介護施設

従事者等による高齢者虐待の状況等について公表を行 うものとされているので、平成

23年度においても着実な実施をお願いしたい。
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12 成年後見制度の利用促進について

(1)成年後見制度について

成年後見制度は、判断能力の不十分な高齢者等の権利擁護、虐待防止を図る上で重

要な制度であり、高齢者虐待防止法第 28条において、本制度の利用促進を規定 して

いる。

平成 21年の成年後見関係事件申立件数は 27, 397件 と年々増加 してお り、今

後、認知症高齢者や一人暮 らし高齢者が増加 していく状況を踏まえると本制度の一層

の活用を図ることが必要である。

このため、各都道府県におかれては、成年後見制度の周知等についてご配慮をいた

だくとともに、管内市町村に対 し、市町村長による申立の活用についてよリー層の配

慮をお願いしたい。

また、市町村長申立の必要性の高ま りに対応するため、「10.認知症施策の推進」に

おける (1)イ の 「市民後見推進事業」を活用することにより、成年後見制度の利用

促進に資する観点から市民を含めた後見活動にかかる体制整備について併せてご配慮

いただくなど、成年後見制度の利用促進に積極的に取 り組まれるよう、ご助言をお願

い したい。

(2)成年後見制度利用支援事業について

成年後見制度利用支援事業は、地域支援事業交付金の事業の一つ として実施 されて

お り、成年後見制度に対する理解が不十分であることや、費用負担が困難なこと等か

ら制度の利用ができないといった事態を防ぐために、市町村が行 う成年後見制度の利

用を支援する事業を対象 としてお り、補助の対象 となる事業は、

ア 成年後見制度のパンフレッ トの作成や説明会の開催など、利用促進のための広報

・普及活動

イ 成年後見制度の申立てに要する経費 (登記手数料、鑑定費用等)及び後見人等の

報酬に対する助成等

としている。

平成 22年度における本事業の実施率は全国の保険者の約 65%で あり、平成 19

年度の約 50%か ら年々増加 しているものの、全ての市町村で実施 されている状況で

はないことや、都道府県毎の実施状況においても 100%～ 約 30%と 格差も見受け
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られること等から、各都道府県におかれては、本事業の趣 旨を十分にご理解の上、管

内の市町村に対 して事業の周知をお願いしたい。

なお、本事業の実施に当たっては、認知症高齢者、失目的障害者、精神障害者等が広

く地域において自立 した日常生活を営むことができるよう支援するとい う観点から、

ア 判断能力が不十分な者に対 し、福祉サー ビスや苦情解決制度の利用援助等を行 う

社会・援護局所管の 「セーフティネ ット支援対策等事業の実施について (平成 17

年 3月 31日 社援発第 0331021号 )」 に基づき実施 している日常生活 自立支

援事業など他の権利擁護に関連する事業

イ 市町村社会福祉協議会、司法書士会 (リ ーガルサポー ト)、 社会福祉士会 (ばあ

となあ)、 日本弁護士連合会などの高齢者・障害者の権利擁護に携わる各種団体

との円滑な連携を図るよう併せて周知願いたい。
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